
★対象業種                ★対象施設 

1 製造業（物品の加工業を含む） 

2 電気供給業 

3 ガス供給業 

4 熱供給業 

 

 

 

 

 

★騒音発生施設  騒音規制法施行令 別表第 1 

項 施設名 規模 

1-ホ 機械プレス 呼び加圧能力 980キロニュートン（100重量トン）以上 

1-ト 鍛造機 落下部分の重量が 1トン以上のハンマー 

 

★振動発生施設  振動規制法施行令 別表第 2 

項 施設名 規模 

1-イ 液圧プレス   
呼び加圧能力 2,941キロニュートン（300重量トン）以上

（矯正プレスを除く） 

1-ホ 機械プレス 呼び加圧能力 980キロニュートン（100重量トン）以上 

1-ト 鍛造機 落下部分の重量が 1トン以上のハンマー 

 

 ★届出先 

（注）県への届出については、茨城県のホーム 

ページでご確認ください。 

1 ばい煙発生施設 

2 特定粉じん発生施設 

3 一般粉じん発生施設 

4 汚水等排出施設 

5 騒音発生施設 

6 振動発生施設 

7 ダイオキシン類発生施設 

施設の種類 届出先 

騒音発生施設 
市 

振動発生施設 

ばい煙発生施設 

県 

特定粉じん発生施設 

一般粉じん発生施設 

汚水等排出施設 

ダイオキシン類発生施設 


